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証券コード 9768
2026年３月11日

（電子提供措置の開始日 2026年３月５日）
株 主 各 位

東京都世田谷区駒沢三丁目15番１号

代表取締役社長 田 畑 彰 久

第58回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第58回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネッ

ト上の下記ウェブサイトに「第58回定時株主総会招集ご通知」として電
子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.ideacon.co.jp/ir/stocks/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載して
おります。
東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?S
how=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「いであ」又
は「コード」に当社証券コード「9768」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/ＰＲ情報」を選択の上、「株主総会招集通知/株主総会資料ペー
ジ」に掲載されている情報を閲覧ください。

なお、当日出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権
を行使できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参
考書類をご検討いただき、後記の「議決権行使方法についてのご案内」を
参照の上、2026年３月26日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行
使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具

2026年03月03日 15時28分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 2 ―

記
１．日 時 2026年３月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都世田谷区駒沢三丁目15番１号

いであ株式会社 併設 ＧＥカレッジホール
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第58期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
２．第58期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
＜株主様へのお願い＞
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申し上げます。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、
法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を除いております。従って、当該書面は監査報
告の作成に際して、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・業務の適正を確保するための体制
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨、及び修正内容を掲
載させていただきます。
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同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場を
お願い申し上げます。

議決権行使方法についてのご案内
下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

（1）�書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネ
ット（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）�インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたも
のを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 その他のご照会  0120-782-031
（平日9:00～17:00）

 �証券代行WEBサポート 
専用ダイヤル

 0120-652-031
（9:00～21:00）

事前の議決権行使をいただく場合

当日ご出席いただく場合

2026年３月26日(木曜日)
午後５時30分到着分まで

2026年３月26日(木曜日)
午後５時30分行使分まで

2026年３月27日（金曜日）午前10時

2026年３月26日(木曜日)
午後５時30分行使分まで

同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示いただ
き、行使期限までに当社株主
名簿管理人に到着するようご
返送ください。議決権行使書
面において、議案に賛否の表
示がない場合は、賛成の意思
表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙の右下
「スマートフォン用議決権行使ウェ
ブサイトログインQRコード®」を
スマートフォンかタブレット端末
で読み取ります。

にアクセスし、同封の議決権
行使書用紙に記載の議決権行
使コード及びパスワードをご利
用の上、画面の案内に従って
議案に対する賛否をご登録く
ださい。

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

https://www.web54.net

書面による議決権行使

株主総会へ出席

「スマート行使」によるご行使

行使期限行使期限

株主総会開催日時

行使期限

インターネットによるご行使

詳細につきましては次頁
をご覧ください。

詳細につきましては次頁
をご覧ください。

見本 
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同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブ
サイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取
ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

「次へすすむ」
をクリック

同封の議決権
行使書用紙に
記載の「議決
権行使コード」
をご入力くだ
さい。

同封の議決権
行使書用紙に
記載の「パス
ワード」をご
入力ください。

※�ご自身で「パスワード」を
設定されていない株主様
は、新しい「パスワード」
をご登録していただく必要
があります。

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」�
ボタンを押して行使完了！

※�議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主さまのご負担となります。
※�インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

1  スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする 1  議決権行使ウェブサイトへアクセスする

2  議決権行使ウェブサイトを開く 2  ログインする

3  パスワードを入力する3  �各議案について 
個別に指示する

4  �全ての会社提案議案に
ついて「賛成」する

※�QRコード®は、
株式会社デン
ソーウェーブの
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度
QRコード®を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議
決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります
（パソコンから、議決権行使ウェブサイト https://www.
web54.net へ直接アクセスして行使いただくことも可能です。）。

https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って
賛否をご登録ください。

「スマート行使」によるご行使 インターネットによるご行使

クリック

議決権行使コード

パスワード

見本 
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事 業 報 告

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や設備投資に持
ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調となりました。一方で、
不安定な国際情勢や米国の通商政策、物価の上昇、金融資本市場の変動等の影響
により、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。
当社グループを取り巻く市場環境は、令和６年度の政府補正予算と令和７年度

の政府予算において、防災・減災、国土強靭化対策が引き続き推進されるととも
に、脱炭素社会の実現、循環経済の構築、自然資本の維持・回復・充実等の当社
グループが強みを活かせる分野に重点配分されており、比較的堅調に推移いたし
ました。
このような状況の中、当社グループは、安全・安心で持続可能な社会の実現、

コンサルタントとしての技術力の総合化・多様化・高度化、さらにはサステナビ
リティ経営の実現や企業価値の向上を目標に事業を推進してまいりました。
また、当社グループは、2025年から３か年の第６次中期経営計画を策定し、

「ＤＸ推進と共創による新たな価値創造に向けた変革への挑戦」をスローガンに掲
げ、①事業戦略、②DX戦略、③人事戦略、④財務戦略、⑤サステナビリティ戦略
の５つの戦略を成長戦略の大きな柱として設定し、それぞれの具体的施策に取り
組んでおります。
当連結会計年度における連結業績は、受注高は大規模な海洋環境調査やＡＵＶ

の設計製作・運用支援業務等の受注が増加したことにより、前年同期比３億２百
万円増加の251億２千３百万円（前年同期比1.2％増）となりました。
また、売上高は再生可能エネルギー関連の環境アセスメントやＡＵＶの設計製

作・運用支援業務等の売上が増加したことにより、同３億５百万円増加の246億
１千６百万円（同1.3％増）となりました。
営業利益は人的資本投資の強化による人件費等の増加に加え、将来の事業拡大

に向けた重点事業分野への投資による売上原価の増加及びＤＸ推進に関する投資
等により、前年同期比６千７百万円減少の31億８千６百万円（前年同期比2.1％
減）となりました。また、経常利益は同５千６百万円減少の33億６千６百万円
（同1.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は同５百万円増加の23億８千１
百万円（同0.2％増）となりました。なお、受注高、売上高については、それぞれ
過去最高を更新いたしました。
セグメント別の業績（セグメント間取引を含む）と部門別業績（外部売上高を

記載）は次のとおりであり、各部門の売上高・構成比率は11頁のとおりでありま
す。
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①環境コンサルタント事業
同事業は、当社及び連結子会社４社（新日本環境調査㈱、沖縄環境調査㈱、東

和環境科学㈱、以天安（北京）科技有限公司）が行っている事業であり、環境ア
セスメント及び環境計画部門、環境生物部門、数値解析部門、調査部門、環境化
学部門、気象・沿岸部門の６部門より構成されております。
同事業では、国・地方自治体等において厳しい受注競争が続いているものの、

大規模な海洋環境調査や再生可能エネルギー関連の環境アセスメント、ＡＵＶの
設計製作・運用支援業務や東日本大震災等からの復興に関する調査等、当社グル
ープの強みを活かせる業務を受注することができました。
売上高は前年同期比２億２千９百万円増加の159億６千万円（前年同期比1.5％

増）となりました。

（環境アセスメント及び環境計画部門）
環境アセスメント分野では、港湾・空港・河川・ダム・道路等の建設に関する

環境アセスメント業務を実施いたしました。また、陸上・洋上風力発電等の再生
可能エネルギーの環境アセスメント関連業務、海域環境保全等に関する業務など
を実施いたしました。
環境計画分野では、自然地域・都市地域における環境保全・水辺利用計画の策

定、河川・湖沼・海域・湿地・森林等の自然再生、生物多様性や自然共生、ネイ
チャーポジティブに関する調査・検討、地域トランジション・地域脱炭素支援、
多面的な水環境モニタリング及び水環境保全・利活用に関する業務を実施いたし
ました。また、ＴＣＦＤ・ＴＮＦＤ・水リスク等の民間企業向けのコンサルティ
ングサービスを提供いたしました。
港湾インフラマネジメント分野では、岸壁、防波堤等の港湾施設や海岸保全施

設における耐震及び津波・高潮高波対策の機能強化を目的とした基本設計・実施
設計・耐震照査に関する業務を実施いたしました。
農業環境資源分野では、有明海・諫早湾等の再生に関する業務、東日本大震災

関連のため池の放射性物質に関する調査業務、農業農村整備事業に係る環境調査
業務、営農計画・経済効果等に関する業務、農業水利施設等の調査・計画・設計
業務等を実施いたしました。
ライフケア事業分野では、「お部屋の健康診断」ビジネスや養蜂事業等を展開

し、個人顧客や民間企業向けにサービスや製品を提供いたしました。
売上高は前年同期比２億６千４百万円増加の43億９百万円（前年同期比6.5％

増）となりました。

（環境生物部門）
水域生物分野では、河川、湖沼等の陸水域から、干潟、藻場、サンゴ礁、沿

岸・外洋域を対象に、魚類、底生動物、サンゴ、海草・藻類等の分布状況や生息
環境の特性、生態系の構造に関する調査・解析業務を実施いたしました。環境ア
セスメントに関する業務として、ダムの調査・影響予測を実施いたしました。自
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然再生関連業務や環境ＤＮＡを用いた調査等を行いました。漁業関連業務として
水産資源調査、漁業影響調査、漁業補償関連調査を実施いたしました。また、海
底鉱物資源開発計画に係る外洋域の生物分析、生物・生態影響評価等の業務を実
施いたしました。
陸域生物分野では、里山から山地帯、河川・海岸・離島等を対象に、植物、哺

乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類等の分布状況や生息環境の特性、生態系の
構造に関する調査・解析業務を実施いたしました。希少生物・生態系の保全業務
として、クマタカ等の希少猛禽類や希少植物の調査・保全対策等を実施いたしま
した。外来種の駆除業務として、特定外来植物の調査・駆除を実施いたしました。
環境アセスメントに関する業務として、陸上風力発電の調査・影響予測を実施い
たしました。また、自然環境の３次元情報管理、衛星画像を活用した生物生息環
境の調査・解析、ＡＩを使った画像解析やゲームエンジン等の新しい技術を取り
入れることにより、成果品の品質向上と業務の効率化を図りました。
生物飼育実験分野では、希少魚類の繁殖業務、スラグ材の海域生物影響実験、

環境ＤＮＡ技術を用いた生物調査・分析業務等を実施いたしました。
売上高は前年同期比２億３千万円減少の33億９千１百万円（前年同期比6.4％

減）となりました。

（数値解析部門）
海域分野では、数値モデリングを用いて、閉鎖性海域及び離島沿岸域における

流動・水質に関する環境アセスメント、水質・底質・生態系の物質循環、水産資
源に関する予測・解析業務を実施いたしました。伊勢三河湾においては環境再生
方策の検討に加え、水質環境基準の類型指定見直しのための水質予測業務を実施
いたしました。また、港湾の検潮所等における海象観測データの整理・解析業務、
沿岸漁業におけるスマート化推進のための漁場データ解析業務等を実施いたしま
した。
河川・湖沼分野では、指定湖沼及び各自治体等が管理している主な湖沼におい

て、湖流、水質・底質、生物に関する数値モデリングを実施し、湖沼における水
質保全計画策定や湖沼の流域を含む環境改善対策のための検討業務を実施いたし
ました。
気象解析分野では、レーダ雨量計を用いた検討業務、気候変動による河川計画

見直しのための気候予測データセットの解析業務を実施いたしました。
売上高は前年同期比５千万円増加の４億９百万円（前年同期比13.9％増）とな

りました。

（調査部門）
水域調査分野では、港湾・空港・土砂処分場の整備に係る海域環境調査や発電

施設に係る海域モニタリング調査、海域環境モニタリング施設の保守点検、防衛
施設整備に伴う海域環境監視調査、河川の定期水質調査やダムの希少魚類に係る
環境調査を実施いたしました。

2026年03月03日 15時28分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 8 ―

海洋・水中ロボティクス分野では、ＡＵＶを用いた海底鉱物資源開発計画に伴
う環境調査やＡＵＶの研究開発・製作・運用支援業務を実施いたしました。
陸域調査分野では、ダム湖の陸域環境調査や陸上風力発電に係る環境調査等を

実施いたしました。
廃棄物・土壌汚染調査分野では、自衛隊施設や自治体、民間企業の事業計画等

に伴う土壌汚染、廃棄物等の調査・対策、環境リスクコンサルティングを実施い
たしました。また、湖沼等の特定外来水生植物の駆除事業、未利用バイオマスの
利活用調査を実施いたしました。
航空調査分野では、自社保有航空機を用いた大型海生生物調査を実施いたしま

した。
その他、東日本大震災に係る特定帰還居住区域の工事監督支援や中間貯蔵施設

における環境監視調査、海岸保全施設・港湾施設のインフラ点検を実施いたしま
した。
売上高は前年同期比１億９千７百万円増加の46億５百万円（前年同期比4.5％

増）となりました。

（環境化学部門）
環境化学分野では、水質、底質、大気質及び土壌等を対象とした環境基準項目

や有害化学物質等の測定分析を中心に、ダイオキシン類や農薬等の極微量な残留
性有機汚染物質（ＰＯＰｓ）の存在状況調査、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）の
測定分析や分析法開発等を実施いたしました。また、「水銀に関する水俣条約」に
関わる大気中形態別水銀の国内モニタリング及び国際支援（モニタリング技術の
発展、技術者能力向上）に関する業務や脱炭素・炭素貯留関連業務を実施いたし
ました。
環境リスク分野では、子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

等の業務において、小児血液中重金属を測定するとともに、化学物質による人や
生物への影響評価調査を実施いたしました。また、水生生物を用いた化学物質の
内分泌かく乱作用のリスク評価及び試験法の開発や生態毒性試験等を実施いたし
ました。
食品・生命科学分野では、食品の機能性評価や成分分析、遺伝子解析、タンパ

ク質の解析（プロテオーム解析）に加えて、糞便フローラＤＮＡ解析、希少疾患
の医薬品承認のための医師主導型治験支援業務を実施いたしました。
売上高は前年同期比３千１百万円減少の28億３千３百万円（前年同期比1.1％

減）となりました。

（気象・沿岸部門）
気象分野では、スマートフォンやナビゲーション、防災ＧＩＳアプリ等への気

象・海象情報やコンテンツの配信を行い、当社独自の気象予報や健康生活予報
（バイオウェザー）に関する研究開発を実施いたしました。また、ダム管理降雨予
測業務、道路雪氷予測業務、輸送船舶向け海象予測、プロ野球球団や工事現場、
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デジタルサイネージ等民間企業向けの気象情報配信を実施いたしました。
沿岸分野では、沿岸域での防災や港湾等の事業に関する解析・検討業務を実施

いたしました。また、波浪・海岸変形の解析や航路埋没の対策検討、津波・高
潮・高波の監視・観測・解析に関する業務を実施いたしました。
売上高は前年同期比１千６百万円減少の４億１百万円（前年同期比3.9％減）と

なりました。

②建設コンサルタント事業
同事業は、当社及び連結子会社（㈱クレアテック）が行っている事業であり、

河川部門、水工部門、道路部門、橋梁部門の４部門より構成されております。
同事業では、国・地方自治体等において厳しい受注競争が続いているものの、

防災・減災、国土強靭化などインフラ施設の計画・設計・維持管理等、当社グル
ープの強みを活かせる業務を受注することができました。
売上高は前年同期比１千１百万円減少の73億１千５百万円（前年同期比0.2％

減）となりました。

（河川部門）
河川分野では、気候変動を考慮した河川整備基本方針・整備計画の見直し等の

治水計画、特定都市河川指定や流域治水対策、洪水浸水想定、水害リスクマップ、
ＡＩを活用した洪水予測の高度化、ダムの流水管理や操作支援システムの構築、
ＤＸ技術を活用した河川環境の保全を考慮した川づくりや河川の維持管理関連等
に関する業務を実施いたしました。また、河川事業評価、総合土砂管理等に関す
る業務を実施いたしました。
海岸分野では、気候変動の影響を考慮した海岸保全施設の計画外力の見直し、

維持管理の容易性や施設の長寿命化に配慮した海岸保全施設の計画、津波・高潮
対策、海岸事業評価、海岸侵食対策等に関する業務を実施いたしました。
売上高は前年同期比１億３千万円増加の20億４千２百万円（前年同期比6.8％

増）となりました。

（水工部門）
水工部門では、河川・海岸の堤防・護岸、水門、堰、樋門・樋管、排水機場、

遊水地、放水路等の河川構造物の計画・設計、大規模地震に対する河川堤防の耐
震性能照査、河川施設の長寿命化計画や維持管理計画等に関する業務、砂防堰堤
設計や砂防基礎調査等の土砂災害対策に関する業務を実施いたしました。また、
グリーンインフラの設計やかわまちづくりの計画・設計等を実施いたしました。
売上高は前年同期比３千２百万円増加の17億５千９百万円（前年同期比1.9％

増）となりました。
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（道路部門）
道路部門では、一般道路及び自動車専用道路の設計、標識や排水施設等の道路

付属物設計、函渠・擁壁等の道路構造物の設計、交通事故対策、事業評価やデー
タ解析、整備効果検討等の交通計画業務を実施いたしました。また、道路空間の
安全・安心や賑わいの創出に関連する無電柱化対策（電線共同溝）、交通安全対
策、まちづくり関連業務、照明や標識等の道路施設点検業務、能登半島地震や奥
能登豪雨による災害復旧業務を実施いたしました。その他、建設マネジメント業
務等を実施いたしました。
売上高は前年同期比１億３千３百万円増加の16億７千７百万円（前年同期比

8.7％増）となりました。

（橋梁部門）
橋梁部門では、鋼橋・コンクリート橋等の設計、維持管理・長寿命化計画、点

検・診断・評価、補修・補強、大規模修繕工事・リニューアル工事関連の設計業
務等を実施いたしました。また、インフラＤＸ関連等のデジタル技術活用業務、
市町村の橋梁長寿命化修繕計画、既設橋のモニタリング業務、民間企業からの設
計業務等を実施いたしました。
売上高は前年同期比３億１千４百万円減少の18億２千７百万円（前年同期比

14.7％減）となりました。

③情報システム事業
（情報システム部門）
同事業においては、システム構築業務では、渇水対策のためのＡＩによるダム

低水管理支援システムの構築業務、カメラ画像解析による高度流量観測システム
や土石流検知システム等のクラウドシステムの構築業務、さらに次世代スマート
沿岸漁業支援システムサービス業務を実施いたしました。
システム開発では、カメラ画像による河川水位・流量計測システム及び土石流

検知システムの精度向上に向けたＡＩ画像処理高速化システムの開発や、これら
システムのクラウドサービスへの展開、さらにデジタルツインやＡＩを活用した
各種防災関連システムの開発を実施して、業務に活用いたしました。
システム運用支援分野では、地球観測衛星の運用支援業務、通信会社のスマー

トフォンサービスの技術検証支援業務を実施いたしました。
売上高は前年同期比５千１百万円増加の６億５千１百万円（前年同期比8.6％

増）となりました。

④海外事業
（海外部門）
同事業は、当社及び連結子会社（㈱Ides）が行っている事業であります。
環境保全・創出分野では、開発途上国における海洋ごみ等の廃棄物管理、水銀

管理、湖沼の水質保全、海洋・沿岸環境の保全、気候変動対策としての海洋温度
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差発電・深層水利活用、自然を基盤とした社会課題解決策（ＮｂＳ）及び開発事
業に伴う環境社会配慮に関する業務を実施いたしました。
インフラマネジメント分野では、開発途上国における水資源・洪水管理、港湾

関連インフラの整備、防災能力の強化等に関する業務を実施いたしました。
売上高は前年同期比６千５百万円増加の５億４千８百万円（前年同期比13.6％

増）となりました。

⑤不動産事業
（不動産部門）
赤坂のオフィスビル、旧大阪支社跡地等の不動産賃貸を行いました。
売上高は前年同期比２千７百万円減少の１億５千７百万円（前年同期比14.8％

減）となりました。

各部門の売上高・構成比率は次のとおりであります。

＜各部門の売上高・構成比率＞

期 別

部門別

第57期連結会計年度
2024
2024

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで

第58期連結会計年度
2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで 対前期比

増 減 率
売 上 高 構成比率 売 上 高 構成比率

千円 ％ 千円 ％ ％
環境アセスメント
及び環境計画部門 4,045,566 16.6 4,309,716 17.5 6.5

環境生物部門 3,622,281 14.9 3,391,990 13.8 △6.4
数値解析部門 359,369 1.5 409,431 1.7 13.9
調査部門 4,408,257 18.1 4,605,844 18.7 4.5
環境化学部門 2,865,163 11.8 2,833,321 11.5 △1.1
気象・沿岸部門 417,824 1.7 401,629 1.6 △3.9
河川部門 1,912,824 7.9 2,042,923 8.3 6.8
水工部門 1,726,765 7.1 1,759,586 7.2 1.9
道路部門 1,543,716 6.3 1,677,422 6.8 8.7
橋梁部門 2,141,372 8.8 1,827,361 7.4 △14.7
情報システム部門 599,433 2.5 651,096 2.7 8.6
海外部門 482,834 2.0 548,267 2.2 13.6
不動産部門 185,078 0.8 157,643 0.6 △14.8
合 計 24,310,486 100.0 24,616,233 100.0 1.3
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（２）対処すべき課題
先行きが不透明で将来の予測が困難であるＶＵＣＡ（Volatility：変動性、

Uncertainty：不確実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性）の時代で
は、当社グループを取り巻く社会課題は多様化・複雑化しており、今後10年先を
見据えると、社会環境や社会構造の変化、テクノロジーの進化などによって、事
業環境は大きく変化していくものと想定されます。
このような状況の中、当社グループでは、安定的な経営の実現と持続的な成長

を遂げていくために、当社が優先して取り組むべき７つのマテリアリティ（重要
課題）を2024年12月に以下のとおり特定いたしました。また、2035年に目指す
姿を「革新的な技術と多様なプロフェッショナルの共創により、人と地球の未来
を創る総合コンサルティング企業」と定めました。

７つのマテリアリティ（重要課題）
〔事業活動におけるマテリアリティ〕
１）未来を支えるレジリエントなインフラ整備と地域共創
２）持続可能な脱炭素・循環型社会への貢献
３）地球環境の保全と自然共生社会の実現
４）人々の健やかで安全・安心な暮らしへの貢献

〔組織活動におけるマテリアリティ〕
５）チャレンジ精神あふれる多様な人財の確保・育成と魅力ある職場づくり
６）ガバナンスの高度化と経営基盤の強化
７）イノベーションと組織連携強化による成長基盤の形成

このマテリアリティに対応し、2035年に目指す姿を実現するために、2025年
から３か年の第６次中期経営計画を策定し、「ＤＸ推進と共創による新たな価値創
造に向けた変革への挑戦」をスローガンに掲げ、以下の５つの戦略を成長戦略の
大きな柱として設定し、全社一丸となってそれぞれの具体的施策に取り組んでお
ります。

①事業戦略
重点事業分野に経営資源を投入し、ＤＸの推進等によるビジネスモデルの変革

と社内外の多様なプロフェッショナルの共創によりイノベーションを創出してま
いります。また、ＩｏＴ・ロボット・ＡＩ等の先端技術の利活用を通じて新たな
価値を創造し、独自性・優位性を確立するとともに、民間・個人向けサービスや
ものづくりにおいても取り組みを強化し、市場プレゼンス（受注、売上、認知度
など）の拡大を目指してまいります。

②ＤＸ戦略
ＡＩ関連の技術開発やデジタル技術の利活用を積極的に推進し、新規事業の創

出や市場展開の加速、社内外の共創を通じて、ビジネスモデルの変革を進めてま
いります。また、ＤＸ人財の確保・育成や社内業務・人財情報の統合的な活用を
進め、業務の生産性向上や組織の最適化、適材適所の人財配置、企業文化や組織
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風土の変革を推進してまいります。

③人事戦略
経営戦略に沿った適正な人財の配置や、人財の確保・育成などの人的資本投資

を通じて、戦略的・機動的な生産体制を構築してまいります。また、多様な人財
が自身の専門性や強みを活かして活躍できる社員一人ひとりが働きがいのある職
場環境を整備し、ウェルビーイングの向上を図ることで、組織と社員がともに成
長し続けられる会社を目指してまいります。

④財務戦略
各戦略を果敢に実行していくための新規事業及び事業拡大に向けた技術開発や

調査・分析機器の整備など、成長・注力分野に向けた投資のほか、基幹系システ
ムやサイバーセキュリティ対策に関するＩＴ基盤整備など、経営基盤強化に向け
た投資を積極的に実施してまいります。また、事業部門における事業分野の選択
と集中及び資本効率の向上にも取り組んでまいります。

⑤サステナビリティ戦略
サステナビリティ経営の推進における重点的な取り組みとして、ガバナンス体

制及び内部統制の高度化による経営基盤の強化やＩＲ・ＳＲ活動の充実に注力す
るとともに、カーボンニュートラルの実現に向けたＣＯ ₂ 排出量削減や資源循環
など環境負荷低減の取り組みを推進してまいります。これらを通じて、ステーク
ホルダーとのより深い信頼関係を構築し、持続可能な社会への貢献と企業価値の
向上に取り組んでまいります。

また、当社グループは、社会基盤整備や環境保全に関わる「企画、調査、分
析・解析、予測・評価から計画・設計、対策・管理」にいたる全ての段階におい
て、ワンストップでお客様のニーズに合わせたサービスを迅速に提供できる特色
を強みに、技術力の総合化・多様化・差別化を図り、社会の要請にこたえてまい
ります。
株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援とご指導を賜りますよう

お願い申し上げます。
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（３）設備投資の状況
当連結会計年度に実施した設備投資の総額は８億７千万円であり、主なものは

本社化学分析室改修費用（１億１千７百万円）、情報機器及び調査分析機器の購入
（４億５千２百万円）、航空機の購入（９千９百万円）であります。

（４）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（５）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（６）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（７）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（８）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

（９）財産及び損益の状況
期 別

区 分

第 55 期 第 56 期 第 57 期 第 58 期
（当連結会計年度）

2022年１月１日から
2022年12月31日まで

2023年１月１日から
2023年12月31日まで

2024年１月１日から
2024年12月31日まで

2025年１月１日から
2025年12月31日まで

受 注 高 （千円） 23,019,364 22,715,911 24,821,624 25,123,654

売 上 高 （千円） 23,035,185 22,698,846 24,310,486 24,616,233

経 常 利 益 （千円） 3,278,316 2,991,074 3,423,344 3,366,363
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （千円） 2,149,288 1,989,553 2,376,014 2,381,070

１株当たり当期純利益 （円） 301.05 278.68 332.81 333.53

総 資 産 （千円） 33,955,756 34,504,281 37,452,847 37,838,571

純 資 産 （千円） 24,675,357 26,538,803 28,726,109 30,711,979
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（10）重要な子会社の状況
①重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

新日本環境調査株式会社 20,000千円 100.00％
水域・陸域の環境調査・分析及
び自然環境に関する総合コンサ
ルタント業務

沖縄環境調査株式会社 10,000千円 100.00％
沖縄地方における水域・陸域の
環境調査、環境アセスメントに
関するコンサルタント業務及び
分析業務

東和環境科学株式会社 10,000千円 100.00％
西日本を中心とした環境コンサ
ルタント業務、調査分析及びバ
イオテクノロジーの応用業務

以天安（北京）科技
有 限 公 司 4,100千元 99.00％

中国での出先機関として当社国
内グループが中国国内で業務を
取得する際の窓口及び業務支援

株 式 会 社 Ｉ ｄ ｅ ｓ 80,000千円 100.00％
開発途上国における港湾を中心
とした交通インフラ整備及び環
境保全分野に関する総合コンサ
ルティングサービス

株式会社クレアテック 10,000千円 100.00％
構造物・地盤の各種数値解析、
構造物の耐震診断・工法検討、
土木設計業務

②事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（11）主要な事業内容
当社グループは社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタントとして、次の

各部門の業務を行っております。

①環境コンサルタント事業

部 門 別 業 務 内 容
環境アセスメント
及び環境計画部門

再生可能エネルギー事業等の各種事業に関する環境アセス
メント、脱炭素・自然共生地域づくり支援、環境の保全・
改善・創造に関する計画立案と基本設計、生物多様性評価･
増進支援、リスク評価に関する調査、環境アセスメント及
び環境創造技術の研究開発、港湾施設等の調査・計画・設
計及び耐震解析、農業環境資源に関する調査検討業務、個
人顧客・民間企業向けの健康・生活支援サービス提供事業

環 境 生 物 部 門 水域・陸域における生物・生態系の総合的な調査・解析、
希少生物の保全対策、生物モニタリング、外来種対策の関
連業務、飼育実験等による希少生物の保護増殖手法の開発、
遺伝子解析、各種製品・化学物質の水生生物に対する安全
性に関する試験業務、漁場環境の保全に関する業務、ダム
や海底鉱物資源開発に関する環境アセスメント関連業務に
関する調査・解析

数 値 解 析 部 門 海域、河川・湖沼域及び流域における環境の機構解析・モ
デリング、環境変化予測及び環境保全対策に関するシミュ
レーション、気象・気候データ解析、気象・海象及び海況
予報、環境及び気象モニタリングシステムの構築及びイン
ターネット等を利用した情報関連業務、ＡＩを活用した解
析業務

調 査 部 門 海域・河川・湖沼・ダム等の水域環境総合調査、海洋にお
けるＡＵＶを活用した海底資源開発に関する環境モニタリ
ング調査、水中ロボティクス研究開発・設計製作、騒音・
振動・大気質の陸域環境総合調査、航空機による大型海生
生物調査、土壌汚染や廃棄物等に関する調査、除染に関す
る調査、再生可能エネルギー事業に資する環境調査、イン
フラ点検調査

環 境 化 学 部 門 海域・河川・ダム・湖沼等の水域及び陸域の環境実態把握
や環境監視のための水質・底質・土壌・大気質・悪臭等分
析、ダイオキシン類・ＰＣＢ・有機フッ素化合物等の有害
化学物質、重金属類や農薬類等の分析及びアスベストや放
射性物質の測定、細菌試験、環境リスク評価に関する実
験・研究、生体試料の化学分析、医歯薬を含むバイオ系分
析（ＤＮＡ、ＲＮＡ、タンパク質、アミノ酸）並びに食品
の成分分析
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部 門 別 業 務 内 容
気 象 ・ 沿 岸 部 門 気象情報及びコンテンツ配信、気象・海象予測、気象情報

システムの構築運用、沿岸波浪・津波・高潮・海岸地形変
化等のシミュレーション、沿岸域各種保全計画及び基本計
画の策定、海岸施設の基本設計

②建設コンサルタント事業

部 門 別 業 務 内 容
河 川 部 門 河川整備基本方針・河川整備計画・流域治水対策・海岸保

全計画・河口処理・高潮対策・津波対策・総合土砂管理計
画等の河川・海岸に関する治水計画・災害対策計画、降
雨・洪水流・土砂移動・氾濫・波浪・高潮・津波・海浜変
形等の河川・海岸に関する各種解析、ダム運用、洪水予
測・浸水想定・ハザードマップ作成、避難・予警報体制立
案、その他水害危機管理等の防災・減災に関する調査・解
析・計画、河川の維持管理計画・樹木管理計画、多自然川
づくり、水辺環境の保全

水 工 部 門 堤防・護岸・堰・水門・樋門・樋管・排水機場・遊水池・
放水路等の河川施設や砂防堰堤・流路工・流木対策施設・
遊砂地等の砂防施設及び海岸保全施設の調査・計画・設
計・事業計画・維持管理計画・災害復旧対策、水辺整備や
多自然川づくり等に関する計画・設計

道 路 部 門 道路の調査・計画・設計・施工計画・維持管理計画・災害
復旧・事業評価、地盤・トンネル等各種構造物の地震応答
解析等の解析、交通需要予測、交通マネジメントに関する
調査・計画、バリアフリー化・無電柱化・道の駅・沿道環
境改善・地域計画・交通事故対策の調査・計画・設計、ま
ちづくり関連業務、道路事業に関する建設マネジメント・
施工管理

橋 梁 部 門 鋼橋・コンクリート橋・各種構造物の調査・計画・設計・
施工計画、仮設構造物の設計、地震応答解析等各種構造解
析、耐震対策、長寿命化計画・点検・診断・評価・モニタ
リング・劣化予測・補修・補強設計等の維持管理業務、橋
梁事業に関する建設マネジメント・施工管理

③情報システム事業

部 門 別 業 務 内 容
情報システム部門 環境調査及び環境監視に関するシステム構築、防災・減災

に関するシステム構築、画像解析に関するシステム構築、
デジタルツインやＡＩ等のＤＸ技術を活用したシステム構
築、健康診断管理に関するシステム構築、システムコンサ
ルティング業務、衛星運用支援業務、通信会社コンテンツ
支援業務
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④海外事業

部 門 別 業 務 内 容
海 外 部 門 開発途上国における気候変動対策、生物多様性の保全、海

洋汚染及び化学物質汚染への取組支援、自然環境の保全・
再生・創造、廃棄物管理計画の策定及び循環型社会の構築
支援、各種開発事業に伴う環境社会配慮、河川・海岸・道
路・橋梁・港湾等のインフラ整備、ハード・ソフト両面か
らの総合的な防災マネジメント及び防災能力の強化、地域
の開発ニーズに対応した事業化支援等に関する業務

⑤不動産事業

部 門 別 業 務 内 容
不 動 産 部 門 不動産賃貸業務
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（12）主要な事業所
当 社
本 社：東京都世田谷区駒沢三丁目15番１号
社 会 基 盤 本 部：東京都世田谷区
情報システム事業本部：東京都港区
国 土 環 境 研 究 所：神奈川県横浜市
環 境 創 造 研 究 所：静岡県焼津市
食品・生命科学研究所：大阪府大阪市
亜 熱 帯 環 境 研 究 所：沖縄県名護市
大 阪 支 社：大阪府大阪市
沖 縄 支 社：沖縄県那覇市
札 幌 支 店：北海道札幌市
東 北 支 店：宮城県仙台市
福 島 支 店：福島県福島市
北 陸 支 店：新潟県新潟市
名 古 屋 支 店：愛知県名古屋市
中 国 支 店：広島県広島市
四 国 支 店：高知県高知市
九 州 支 店：福岡県福岡市
システム開発センター：群馬県高崎市
富 士 研 修 所：山梨県南都留郡山中湖村
I D E A R & D C e n t e r：タイ（パトゥムタニー、アジア工科大学院内）
海 外 事 務 所：インドネシア（ボゴール）・イギリス（ロンドン）
事 務 所：山陰
営 業 所：青森・盛岡・秋田・山形・いわき・茨城・群馬・

北関東・千葉・神奈川・相模原・富山・金沢・福井・
山梨・飯田・長野・岐阜・恵那・静岡・富士・菊川・
豊川・三重・桑名・滋賀・神戸・奈良・和歌山・
鳥取・岡山・下関・山口・徳島・高松・北九州・
佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄北部

事 業 所：福島
新日本環境調査株式会社
本 社：東京都世田谷区
東 日 本 支 店：神奈川県横浜市
西 日 本 支 店：大阪府大阪市
沖縄環境調査株式会社
本 社：沖縄県那覇市
東和環境科学株式会社
本 社：広島県広島市
以天安（北京）科技有限公司
本 社：中華人民共和国北京市
株式会社Ｉｄｅｓ
本 社：東京都港区
株式会社クレアテック
本 社：東京都千代田区
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（13）従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
1,105名 7名増 44.5歳 15.5年

（注）１．従業員数は就業人員であります。
２．上記従業員数には、非常勤の嘱託・顧問及びアルバイト、パートタイマーの年間平均雇用

人員（307名）は含んでおりません。

（14）主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高（千円）
株式会社三井住友銀行 150,000
株式会社三菱UFJ銀行 150,000

（15）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項
（１）発 行 可 能 株 式 総 数 29,000,000株

（２）発 行 済 株 式 の 総 数 7,138,956株（自己株式360,069株を除く）

（３）株 主 数 7,520名

（４）大 株 主
株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）

い で あ 従 業 員 持 株 会 722,351 10.11
ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ）
ＲＥ ＩＥＤＰ ＡＩＦ ＣＬＩＥＮＴＳ
ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＡＣＣＯＵＮＴ

380,000 5.32

ライフケアサービス株式会社 359,463 5.03
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 352,000 4.93
田 畑 日 出 男 307,692 4.31
株 式 会 社 り そ な 銀 行 279,000 3.90
諸 岡 嘉 男 223,000 3.12
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 124,100 1.73
光通信ＫＫ投資事業有限責任組合
（無限責任組合員光通信株式会社） 120,200 1.68
田 畑 彰 久 117,200 1.64

（注） 当社は、自己株式360,069株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（５）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3. 会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 会 長
（代表取締役）

田 畑 日出男 公益財団法人いであ環境・文化財団
代表理事

取 締 役 社 長
（代表取締役）

田 畑 彰 久 社長執行役員経営企画本部長
イノベーション戦略本部長

取締役副社長
（代表取締役）

安 田 実 内部統制担当

取締役副社長 森 下 哲 環境創造研究所長
常 務 取 締 役 島 田 克 也 常務執行役員営業本部長

環境技術事業担当、管理部門担当
取 締 役 峯 岸 宣 遠 常務執行役員環境調査測定事業本部長

外洋調査事業担当
取 締 役 道 田 豊 東京大学大気海洋研究所特任教授
取 締 役 藤 田 武 彦 一般財団法人海域環境研究機構理事長

一般社団法人海外運輸協力協会会長
取 締 役 中 山 泰 男 東京都公立大学法人理事長

株式会社ツルハホールディングス
社外取締役（監査等委員）
ウエルシアホールディングス株式会社
取締役（非常勤）
セコム株式会社特別顧問

取 締 役 畑 中 景 子 プロフェッショナル・コーチ
株式会社ウエイクアップCTI JAPAN
ファカルティ

常 勤 監 査 役 細 田 昌 広
常 勤 監 査 役 小 松 日出夫
監 査 役 山 本 和 夫

（注）１．取締役道田豊、藤田武彦、中山泰男及び畑中景子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小松日出夫及び監査役山本和夫は、社外監査役であります。
３．松村徹、館山晋哉、金澤寛、中島重夫及び岡﨑惠美子は、2025年３月27日開催の第57回

定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
４．取締役道田豊、取締役藤田武彦、取締役中山泰男、取締役畑中景子、常勤監査役小松日出

夫及び監査役山本和夫は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出
ております。

５．常勤監査役細田昌広は、当社において相当の期間、代表取締役社長としての経験を有して
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

６．取締役中山泰男は、2025年４月１日付で東京都公立大学法人理事長に就任いたしました。
また、株式会社ツルハホールディングスとウエルシアホールディングス株式会社の経営統
合に伴い、2025年12月１日付で株式会社ツルハホールディングス社外取締役（監査等委
員）に就任いたしました。

７．峯岸宣遠、藤田武彦、中山泰男、畑中景子は、2025年３月27日開催の第57回定時株主総
会において、新たに取締役に選任され就任いたしました。
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限定

する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条
第１項に定める額を責任の限度としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び子会社役員を被保険者として、役員等損害賠償責

任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。保険料は全額会社が負担してお
ります。
当該保険契約では被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこ

と又は当該責任の追及に係る損害賠償請求を受けることによって生ずることのあ
る損害について補填することとしております。ただし故意又は重過失に起因する
損害賠償請求は上記保険契約により補填されません。

（４）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、取締役会の決議

により定めており、その概要は以下のとおりであります。
１．基本方針

当社の取締役の報酬は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に
基づき、企業価値の持続的な向上につながるよう、また、業務執行・経
営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮されるよう、各取締役の
役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定する
ことを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、退任後に支
給する退職慰労金により構成し、年俸により委任する取締役及び監督機
能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払
うこととしております。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、経営へ
の貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定するものとしております。
取締役（年俸により委任する取締役及び社外取締役を除く。）の退任後に
支給する退職慰労金は、規程に基づき役位別報酬、在任年数及び在任中
の功労等を踏まえて決定するものとしております。

②取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判
断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役に意見聴取を行

い、その意見を踏まえて、取締役会の委任を受けた代表取締役会長が各取締役
の役位、職責、経営への貢献度、会社業績等を総合的に勘案して決定している
ことから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
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③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2006年３月29日開催の第38回定時株主総会にお

いて月額25,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含ま
ない。）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は７
名であります。
監査役の金銭報酬の額は、2006年３月29日開催の第38回定時株主総会にお

いて月額3,500千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の
監査役の員数は４名であります。

④取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役会決議により代表取締役会長田畑日出男に各

取締役の個人別の報酬を構成する基本報酬及び退職慰労金の額について決定方
針に従い決定する権限を委任しております。この権限を委任した理由は当社全
体の業績を勘案しつつ各取締役の職責等を踏まえた報酬額の決定を行うには代
表取締役会長が最も適していると判断したためであります。

⑤取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬
非金銭
報酬等

退職
慰労金

取締役
（うち社外
取締役）

175,066
（23,283）

158,391
（23,283） − − 16,675

（−）
15
（7）

監査役
（うち社外
監査役）

28,470
（20,616）

27,768
（20,616） − − 702

（−）
3

（2）

（注）退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。

（５）社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役道田豊は、東京大学大気海洋研究所の特任教授を兼務しております。
なお、当社と同大学との間に記載すべき事項はありません。

・取締役藤田武彦は、一般財団法人海域環境研究機構理事長、一般社団法人
海外運輸協力協会会長を兼務しております。なお、当社と各法人との間に
記載すべき事項はありません。

・取締役中山泰男は、東京都公立大学法人理事長、株式会社ツルハホールデ
ィングス社外取締役（監査等委員）、ウエルシアホールディングス株式会社
取締役（非常勤）及びセコム株式会社特別顧問を兼務しております。なお、
当社と同大学及び各社との間に記載すべき事項はありません。

・取締役畑中景子は、プロフェッショナル・コーチ及び株式会社ウエイクア
ップCTI JAPANファカルティを兼務しております。なお、当社と当人及び
同社との間に記載すべき事項はありません。
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②当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される
役割に関して行った職務の概要

区 分 氏 名 主な活動状況等

取 締 役 道 田 豊

当期開催の取締役会18回全てに出席するとともに、社外役員を中心
に構成する業務適正確保監視委員会にも出席し、独立役員として第三
者的な立場から議案・審議等の状況を確認するとともに、主に研究機
関における豊富な知識・経験から最新技術の情報提供、知的財産管理
等の重要な業務執行内容について意見を陳述しております。

取 締 役 藤 田 武 彦

取締役就任後の取締役会14回全てに出席するとともに、社外役員を
中心に構成する業務適正確保監視委員会にも出席し、独立役員として
第三者的な立場から議案・審議等の状況を確認するとともに、主に港
湾分野に関する豊富な知識・経験から知的財産管理や業務提携等の重
要な業務執行内容について意見を陳述しております。

取 締 役 中 山 泰 男

取締役就任後の取締役会14回のうち12回に出席するとともに、社外
役員を中心に構成する業務適正確保監視委員会にも出席し、独立役員
として第三者的な立場から議案・審議等の状況を確認するとともに、
主に企業経営に関する豊富な知識・経験から人事施策、企業情報開
示、業務提携等の重要な業務執行内容について意見を陳述しておりま
す。

取 締 役 畑 中 景 子

取締役就任後の取締役会14回のうち13回に出席するとともに、社外
役員を中心に構成する業務適正確保監視委員会にも出席し、独立役員
として第三者的な立場から議案・審議等の状況を確認するとともに、
主に国際金融機関での勤務経験及び人材育成に関する豊富な知識・経
験から資本提携、人事施策等の重要な業務執行内容について意見を陳
述しております。

監 査 役 小松日出夫

当期開催の取締役会18回、監査役会19回の全てに出席するとともに、
執行役員会、経営会議、社外役員を中心に構成する業務適正確保監視
委員会等の重要会議にも出席し、独立役員として第三者的な立場から
議案・審議等の状況を確認するとともに、適法性等に関して、公共性
の高い企業活動を通じた豊富な知識・経験から適宜意見を陳述してお
ります。

監 査 役 山 本 和 夫

当期開催の取締役会18回全て、監査役会19回のうち18回に出席する
とともに、執行役員会、経営会議、社外役員を中心に構成する業務適
正確保監視委員会等の重要会議にも出席し、独立役員として第三者的
な立場から議案・審議等の状況を確認するとともに、適法性等に関し
て、国際研究機関における豊富な経験、高い見識から適宜意見を陳述
しております。
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4. 会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称

監査法人和宏事務所

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
区 分 支 払 額

① 報酬等の額 25,000千円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,000千円

（注） 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

（３）会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を参考に、過年度の監査計画と実績の状況及び監査報酬の推移を踏まえ、当
事業年度の監査計画と報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報
酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

（４）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（５）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判

断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、
当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人
を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
この事業報告に記載の金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 15,512,031 流 動 負 債 4,146,506

現 金 及 び 預 金 1,960,336 営 業 未 払 金 1,840,751
受取手形、営業未収入金及び契約資産 13,232,690 電 子 記 録 債 務 3,525
有 価 証 券 6,229 １年内返済予定の長期借入金 200,000
貯 蔵 品 35,667 リ ー ス 債 務 786
短 期 貸 付 金 51,880 未 払 金 502,348
そ の 他 231,976 未 払 費 用 427,686
貸 倒 引 当 金 △6,749 未 払 法 人 税 等 443,218

前 受 金 304,099
預 り 金 267,440
賞 与 引 当 金 106,409
受 注 損 失 引 当 金 894

固 定 資 産 21,059,818 そ の 他 49,345
有 形 固 定 資 産 16,622,881 固 定 負 債 2,768,491
建 物 6,648,921 リ ー ス 債 務 1,901
機 械 及 び 装 置 49,549 長 期 借 入 金 100,000
車 両 運 搬 具 11,521 退 職 給 付 引 当 金 2,237,122
工具、器具及び備品 722,570 役員退職慰労引当金 360,528
土 地 8,069,399 そ の 他 68,940
リ ー ス 資 産 2,443 負 債 合 計 6,914,997
建 設 仮 勘 定 1,118,475 純 資 産 の 部

株 主 資 本 28,448,879
無 形 固 定 資 産 91,050 資 本 金 3,173,236
ソ フ ト ウ エ ア 45,530 資 本 剰 余 金 3,352,573
電 話 加 入 権 19,144 資 本 準 備 金 3,330,314
そ の 他 26,375 その他資本剰余金 22,259

利 益 剰 余 金 22,064,217
投資その他の資産 4,345,886 利 益 準 備 金 321,245
投 資 有 価 証 券 2,402,817 その他利益剰余金 21,742,972
関 係 会 社 株 式 657,818 配 当 積 立 金 9,150
関 係 会 社 出 資 金 69,878 退職給与積立金 28,000
長 期 貸 付 金 28,895 固定資産圧縮積立金 77,879
保 険 積 立 金 741,870 国庫補助金等圧縮積立金 250,726
前 払 年 金 費 用 66,140 別 途 積 立 金 1,500,000
繰 延 税 金 資 産 212,777 繰越利益剰余金 19,877,216
そ の 他 208,687 自 己 株 式 △141,148
貸 倒 引 当 金 △43,000 評価・換算差額等 1,207,972

その他有価証券評価差額金 1,207,972
純 資 産 合 計 29,656,852

資 産 合 計 36,571,849 負債及び純資産合計 36,571,849
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 23,583,692
売 上 原 価 15,833,051

売 上 総 利 益 7,750,640
販売費及び一般管理費 4,641,936

営 業 利 益 3,108,704
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,921
受 取 配 当 金 105,926
受 取 保 険 金 及 び 配 当 金 85,935
保 険 解 約 返 戻 金 16,544
補 助 金 収 入 24,869
そ の 他 40,479 275,675

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,124
固 定 資 産 除 却 損 62,896
そ の 他 2,500 71,521
経 常 利 益 3,312,858

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 138,833 138,833

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 105,089 105,089
税 引 前 当 期 純 利 益 3,346,602
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 899,190
法 人 税 等 調 整 額 80,194 979,384
当 期 純 利 益 2,367,218

（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年12月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 16,990,753 流 動 負 債 4,287,749

現 金 及 び 預 金 2,919,759 支払手形及び営業未払金 1,811,926
受取手形、営業未収入金及び契約資産 13,769,615 電 子 記 録 債 務 3,525
有 価 証 券 6,229 １年内返済予定の長期借入金 200,000
貯 蔵 品 49,472 リ ー ス 債 務 6,633
短 期 貸 付 金 1,880 未 払 金 545,568
そ の 他 251,005 未 払 費 用 471,992
貸 倒 引 当 金 △7,208 未 払 法 人 税 等 495,818

前 受 金 307,685
固 定 資 産 20,847,817 預 り 金 279,884
有 形 固 定 資 産 16,906,162 賞 与 引 当 金 113,233
建 物 6,757,427 受 注 損 失 引 当 金 1,942
機 械 及 び 装 置 71,374 そ の 他 49,537
車 両 運 搬 具 11,521 固 定 負 債 2,838,843
工具、器具及び備品 732,581 長 期 借 入 金 100,000
土 地 8,195,411 リ ー ス 債 務 14,660
建 設 仮 勘 定 1,118,475 役員退職慰労引当金 409,586
そ の 他 19,370 退職給付に係る負債 2,246,055

無 形 固 定 資 産 101,444 そ の 他 68,540
ソ フ ト ウ エ ア 54,624 負 債 合 計 7,126,592
そ の 他 46,820 純 資 産 の 部

投資その他の資産 3,840,210 株 主 資 本 29,133,899
投 資 有 価 証 券 2,443,633 資 本 金 3,173,236
長 期 貸 付 金 28,895 資 本 剰 余 金 3,352,573
退職給付に係る資産 293,387 利 益 剰 余 金 22,749,237
繰 延 税 金 資 産 145,059 自 己 株 式 △141,148
そ の 他 972,234 その他の包括利益累計額 1,577,373
貸 倒 引 当 金 △43,000 その他有価証券評価差額金 1,207,972

為替換算調整勘定 45,050
退職給付に係る調整累計額 324,351

非支配株主持分 706
純 資 産 合 計 30,711,979

資 産 合 計 37,838,571 負債及び純資産合計 37,838,571
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 24,616,233
売 上 原 価 16,452,638

売 上 総 利 益 8,163,594
販売費及び一般管理費 4,976,755

営 業 利 益 3,186,838
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,528
受 取 配 当 金 75,001
受 取 保 険 金 及 び 配 当 金 85,935
保 険 解 約 返 戻 金 16,544
補 助 金 収 入 24,869
そ の 他 54,612 258,491

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,486
固 定 資 産 除 却 損 62,896
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 7,083
そ の 他 2,500 78,966
経 常 利 益 3,366,363

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 138,833 138,833

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 105,089 105,089
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,400,107
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 950,407
法 人 税 等 調 整 額 68,734 1,019,142
当 期 純 利 益 2,380,964
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △105
親会社株主に帰属する当期純利益 2,381,070

（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年２月13日
いであ株式会社

取締役会 御中

監査法人和宏事務所
東京都千代田区

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員公認会計士 鹿倉 良洋

業 務 執 行 社 員公認会計士 勝木 宏明

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、いであ株式会社の2025年１月１

日から2025年12月31日までの第58期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2026年２月13日
いであ株式会社

取締役会 御中

監査法人和宏事務所
東京都千代田区

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員公認会計士 鹿倉 良洋

業 務 執 行 社 員公認会計士 勝木 宏明

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、いであ株式会社の2025年１月１日から

2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、いであ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

2026年03月03日 15時28分 $FOLDER; 34ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 34 ―

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上

2026年03月03日 15時28分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 35 ―

監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第58期事業年度における取締役の職
務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部統制本部、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月16日
いであ株式会社 監査役会
常勤監査役 細 田 昌 広 ㊞
常勤監査役（社外監査役）小 松 日出夫 ㊞
社外監査役 山 本 和 夫 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項
当期における配当金につきましては、当期業績の利益還元を勘案し、

以下のとおりといたしたいと存じます。
（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金118円 配当総額842,396,808円
（２）剰余金の配当が効力を生じる日

2026年３月30日
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第２号議案 取締役１名選任の件
経営体制の一層の強化を図るため、取締役１名の選任をお願いするもの

であります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めに
より、現任者の残任期間といたします。
取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

橋
はし

本
もと

道
みち

雄
お

（1965年４月５日生）
新任
社外
独立

1989 年 4 月 通商産業省(現経済産業省)入省
2006 年 6 月 大臣官房企画官(自動車産業担当)兼ITS推進室長
2008 年 6 月 内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション

担当)付企画官
2010 年 6 月 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)技術イノ

ベーション部長
2012 年 6 月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構新エネルギー部長
2016 年 6 月 内閣官房総合海洋政策本部事務局内閣参事官
2018 年 8 月 大阪大学共創機構産学共創本部副本部長・教授
2020 年 5 月 京都大学総合生存学館特定教授
2023 年 5 月 東京大学先端科学技術研究センター特任教授
2023 年 11月 東京大学先端科学技術研究センター附属

エネルギー国際安全保障機構教授(現任)
[重要な兼職の状況]
東京大学先端科学技術研究センター附属エネルギー国際安
全保障機構教授

−株

[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]
橋本道雄氏は、エネルギー政策や科学技術、海洋政策に関する行政機関での多様な経験と、主にエ

ネルギー政策に関する研究者としての経験から、客観的視点で独立性を持って企業経営を監督し、助
言を与える等の職務を適切に遂行できるとともに、その経歴を通じて培われた特にエネルギー、海洋
分野に関する豊富な知識・経験を企業価値の向上に活かせるものと判断し、新たに社外取締役として
選任をお願いするものであります。

（注）１．橋本道雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．橋本道雄氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。

また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引
所有価証券上場規程第436条の２に基づき、独立役員として選定する予定であります。

３．社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
橋本道雄氏は、過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役候補者とし

た理由に基づき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけると判断しております。
４．橋本道雄氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する
責任限定契約を締結する予定であります。

５．当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者であ
る取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求を、
株主、その他第三者から提起された場合において、個人被保険者が損害賠償金・争訟費用を負
担することによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因し
て生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、橋本道雄氏が取締役に就任
した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であり
ます。
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第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役山本和夫氏が任期満了となりますので、

監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

山
やま

本
もと

和
かず

夫
お

（1954年７月３日生）
再任
社外
独立

1981年５月 東京大学助手採用
1983年４月 東北大学助手
1985年４月 東京大学助教授(工学部)
1987年５月 アジア工科大学助教授
1995年８月 東京大学教授(工学系研究科)
1996年１月 東京大学教授(環境安全研究センター)
2003年４月 東京大学環境安全研究センター長
2013年10月 アジア工科大学学長上級顧問、教授
2014年１月 アジア工科大学副学長
2018年７月 当社監査役(現任)
2022年９月 アジア工科大学学長

160株

[社外監査役候補者とした理由]
山本和夫氏は、工学、先端技術、経営管理に特化した国際大学院大学の学長としての豊富な知識・

経験から、客観的視点で独立性を持って企業経営を監査し、助言を与える等の職務を適切に遂行でき
るとともに、その経歴を通じて培われた高い見識に基づく監査を通じて企業統治体制の向上が図れる
ものと判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．山本和夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．山本和夫氏は会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。

また、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、東京証券取引所有価
証券上場規程第436条の２に基づき、独立役員として選定する予定であります。

３．社外監査役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
山本和夫氏は、これまで、直接会社経営に関与したことはありませんが、社外監査役候補者

とした理由に基づき、社外監査役として職務を適切に遂行していただけると判断しておりま
す。

４．社外監査役候補者が当社社外監査役に就任してからの年数
山本和夫氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって７年９ヵ月となります。

５．山本和夫氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定する
責任限定契約を引き続き締結する予定であります。

６．当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者であ
る監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求を、
株主、その他第三者から提起された場合において、個人被保険者が損害賠償金・争訟費用を負
担することによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因し
て生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、山本和夫氏が監査役に就任
した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であり
ます。

７．監査役候補者の所有する当社の株式数にはいであ役員持株会における持分を含めた実質持株
数を記載しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
本総会開始の時をもって、2025年３月27日開催の第57回定時株主総会

において選任いただいた補欠監査役草野泰道氏の選任の効力が失効します
ので、あらためて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備
え、候補者草野泰道氏の選任をお願いするものであります。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の

決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

草
くさ

野
の

泰
やす

道
みち

（1947年１月26日生）
社外
独立

1969年４月 草野産業株式会社入社
1977年６月 同社取締役
1980年６月 同社常務取締役
1983年６月 同社取締役副社長
1985年６月 同社代表取締役社長
1993年６月 草野倉庫株式会社代表取締役社長
1997年６月 草野不動産株式会社代表取締役社長(現任)
2005年４月 一般社団法人日本鋳造協会理事
2017年６月 草野産業株式会社代表取締役会長
2020年４月 一般社団法人日本鋳造協会監事(現任)
2023年６月 草野倉庫株式会社代表取締役会長(現任)
2025年６月 草野産業株式会社相談役(現任)
[重要な兼職の状況]
草野産業株式会社相談役
草野不動産株式会社代表取締役社長
草野倉庫株式会社代表取締役会長

−株

[補欠社外監査役候補者とした理由]
草野泰道氏は、長年にわたる専門商社の代表取締役、社団法人の理事及び監事としての経験から、

客観的視点で独立性を持って企業経営を監査し、助言を与える等の職務を適切に遂行できるととも
に、その経歴を通じて培われた豊富な経験、高い見識に基づく監査を通じて企業統治体制の向上が図
れるものと判断し、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．草野泰道氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．草野泰道氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める補欠の社外監査役候補者であり
ます。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、社外監査役に

就任した場合、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に基づき、独立役員として選定
する予定であります。

３．草野泰道氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の責任を、同法第425条第１項に定める最低責任限度額に限定
する責任限定契約を締結する予定であります。

４．当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者であ
る監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求を、
株主、その他第三者から提起された場合において、個人被保険者が損害賠償金・争訟費用を負
担することによって生ずることのある損害が補填されます。ただし、故意又は重過失に起因し
て生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、草野泰道氏が監査役に就任
した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であり
ます。

５．草野泰道氏が社外監査役に就任した場合の任期は、当社定款の定めにより、退任者の残任期
間となります。

以 上
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（ご参考）株主総会後の取締役及び監査役のスキル・マトリックス（予定）
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合のスキル・マトリックスは以下のとお

りとなります。

氏名

保有する知識・経験・能力

企業経
営

技術・
研究開
発

営業戦略
・マーケ
ティング

人事・
労務・

人材開発
財務会計

リスク
管理・
コンプラ
イアンス

IT・
DX

サステナ
ビリティ

グロー
バル

取
締
役

田畑 日出男 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

田畑 彰久 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

安田 実 ● ● ● ● ● ●

森下 哲 ● ● ● ● ●

島田 克也 ● ● ● ● ● ●

峯岸 宣遠 ● ● ● ●

道田 豊 社外 ● ● ● ● ●

藤田 武彦 社外 ● ● ● ●

中山 泰男 社外 ● ● ● ● ● ●

畑中 景子 社外 ● ● ● ●

橋本 道雄 社外 ● ● ● ● ● ●

監
査
役

細田 昌広 ● ● ●

小松 日出夫 社外 ● ● ●

山本 和夫 社外 ● ● ● ●

※ 上記一覧表は、各取締役及び監査役の有する専門性や経験の全てを表すものではありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
【取締役及び監査役候補者の指名方針・手続き】
①取締役及び監査役候補者には、その役割に対し相応しい豊富な経験、高い見識や高度な専門性を備
えた者を指名するものとします。指名に際しては、独立社外取締役に意見聴取を行い、その意見を
踏まえ、取締役候補者は取締役会で、監査役候補者は監査役会の同意を得て取締役会で決定しま
す。

②社外取締役及び社外監査役候補者には、高い見識や高度な専門性を備えた者、かつ、当社の持続的
な成長と中長期的な企業価値向上が図れるよう監督的立場である社外役員としての知識・経験のバ
ランスに配慮して指名するものとします。

【社外役員の独立性判断基準】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、高い見識や高度な専門性を備えた者、か
つ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上が図れるよう監督的立場である社外役員として
の知識・経験のバランスに配慮して、独立社外取締役の候補者とします。
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至目黒
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国道246号線
  (玉川通り)
バス停

新町一丁目
 　 　  (二子玉川方面行)

バス停
新町一丁目

    (渋谷方面行)

駒沢大学桜新町二子玉川
用賀 三軒茶屋

池尻大橋

東急田園都市線

東急東横線

JR山手線
東京

品川

JR京浜東北線
大井町

東急大井町線
自由が丘

渋谷

至用賀

西口 南口

北口

〒 首
都
高
３
号
線

東急田園都市線
　　駒沢大学駅

東急田園都市線
　　　桜新町駅

至三軒茶屋
　 渋谷

至二子玉川
　用賀IC

自由通り

併設 GEカレッジホール

株主総会会場ご案内図

会 場：東京都世田谷区駒沢三丁目15番１号
いであ株式会社 併設 ＧＥカレッジホール
電話 03−4544−7600（代表）

交 通：東急田園都市線（地下鉄半蔵門線直通）
駒沢大学駅（西口）から 徒歩 12分
桜 新 町駅（北口）から 徒歩 12分
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電子提供措置の開始日 2026年３月５日

第58回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

株主資本等変動計算書

個別注記表

連結株主資本等変動計算書

連結注記表

（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

いであ株式会社
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業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」を取締役会において決議しております。その中で、内部統制本部を設置し、
その指揮のもと、取締役等を委員長とするコンプライアンス、情報管理、リスク
管理及び財務管理の４つの委員会（以下、「常設４委員会」という）を常設して、
社内規程や運用体制を整備し、当社グループ全体での運用を実施しております。
その概要は以下のとおりであります。

①取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
１．当社は、企業が存続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であ

るとの認識のもと、2006年６月に10原則からなる「いであ企業行動規範」
を定め、企業行動において法令遵守はもとより、全ての役員及び従業員が公
正で高い倫理観に基づいて行動することにより、広く社会から信頼される経
営体制の確立に努めております。

２．全ての役員及び従業員が、企業行動規範の基本原則である「法令の遵守」の
精神を理解し、公正で透明な企業風土の構築に努めております。コンプライ
アンスに関する相談や不正行為等の通報のために、相談窓口を設置し、通報
者の保護を確保した内部通報制度を運用しております。

３．内部監査室を設置して、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実
施状況を把握し、法令、定款及び社内諸規程に適合しているか、また、諸規
程が適正・妥当であるかを検討評価することにより、会社財産の保全並びに
経営効率の向上に努め、監査結果を会長・社長及び取締役会・監査役会に報
告しております。

４．当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを
もたず、また、不当な要求に対しては毅然とした対応をとります。反社会的
勢力には総務部が対応部門となり、不当要求等の情報を収集し、所轄警察署
との連携を図っており、社内研修についても適宜実施することとしておりま
す。

５．会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確
保するための社内体制を構築しております。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
１．当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取

締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に
係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」等に基づき、定められ
た期間保存しております。

２．「情報管理規程」等に基づき情報の適正管理とセキュリティ管理体制を構築し
ており、取締役及び監査役が必要な情報を入手できる体制を構築しておりま
す。
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③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じて事前に

適切な対応策を準備する等により、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を
行っております。
具体的には、当社の関連諸規程に基づき安全衛生、災害、品質、情報セキュリ

ティ及び環境等に係るリスクについて、それぞれの担当部署にてマニュアルの作
成 ・ 配 布、 研 修 の 実 施 及 び ISO 9001、ISO 14001、ISO/IEC 17025、
ISO/IEC 27001 の運用等を行っております。
組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はリスク管理委員会が行っており

ます。
また、リスク管理を徹底するために各拠点にはリスク管理責任者を定めており

ます。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１．当社は、少なくとも月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨

時取締役会を開催し経営に関する重要事項を全て付議し、迅速な意思決定を
行っております。

２．執行役員制度を採用し、業務執行の効率化・迅速化と執行責任の明確化を図
るとともに、原則として月１回の定例執行役員会を開催し、各本部・研究
所・支社・支店等の業務執行状況の報告と経営方針や経営戦略の周知徹底を
図っております。

３．当社は、経営全般を円滑に進めるため経営会議を設置しており、原則として
年６回定例会議を開催し、業務の具体的執行方針及び取締役会に提案すべき
事項等につき協議しております。

４．業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予
算を策定し、全社的な目標を設定するとともに、部門毎に部門目標達成に向
けた具体策を立案し実行しております。

⑤当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
１．当社グループ各社の代表取締役をメンバーとする関係会社連絡会を月１回開

催し、各社から業務執行及び財務状況の報告を受けるとともに、当社グルー
プの重要経営方針や経営戦略を共有し意思統一を図っております。

２．当社グループに適用する「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「内
部通報規程」により、グループ企業で管理、報告すべき事項及び体制を整備
しております。

３．関係会社各社が経営上の重要な決定を行う場合には、「関係会社管理規程」に
基づき当社の承認を受ける体制としております。

４．連結子会社に対しては監査役及び内部監査室が定期的に監査を実施し、業務
の適正を確保する体制を整備しております。
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⑥監査役の職務を補助する従業員について
現在、監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の業務補助の必要に応じて

他部署との兼務で配置しております。

⑦前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する監査役
の指示の実効性の確保に関する事項
監査役の業務を補助する従業員の人事異動及び考課については、事前に常勤監

査役の了承を得ることとしております。
また、当該従業員は、監査役の指示に関して取締役から独立して監査役の業務

の補助を行うこととしております。

⑧当社企業グループの取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の
監査役への報告に関する体制
１．監査役は、取締役会のほか、執行役員会、経営会議、関係会社連絡会等に出

席し、重要な報告を受ける体制としております。
２．常勤監査役を当社及びグループ企業からの内部通報制度による通報窓口の一

つとしているほか、他の窓口（内部統制本部長や管理本部長）に通報される
情報や不正行為等の情報についても、担当取締役が会長及び社長に報告する
と同時に常勤監査役に報告することとしております。

３．通報者については、報告を行ったことにより不利益な取り扱いを受けないよ
う保護されるとともに、会社は通報者の職場環境が悪化しないよう適切な処
置をとることとしております。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
会長及び社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、会合をもつこととして

おります。また、「内部監査規程」において、内部監査室の監査担当者は、監査
役、会計監査人と連携を図り、監査の計画、実施、監査結果の共有等の各段階に
おいて効率的な遂行に努めなければならない旨を定めており、監査役の監査の実
効性確保を図っております。
また、監査役は会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、

情報の交換を行う等の連携を図っております。

⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行において生ずる費用の前払又は償還等の請求については、

当該監査役の職務執行に必要でないことが明らかである場合を除き、請求に基づ
き速やかに会社が処理することとしております。

⑪財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために、財務管理委員会を中心に、有効かつ適切

な内部統制システムの構築・運用を行っております。また、正確性及び効率性の
高いシステムの整備・向上を目指して継続的に評価を行い、改善を図っておりま
す。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制

の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①内部統制システム全般
・取締役会、関係会社連絡会を月に１回以上、執行役員会を12回開催し、経営に
関する重要事項の迅速な意思決定や経営方針、経営戦略等に関する業務執行部
門及び当社グループ各社との情報共有を効率的に行いました。

・当社及び当社グループ各社の金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制
を含む内部統制システム全般の整備・運用状況を、常設４委員会と内部監査室
がモニタリングし、必要に応じて改善を進めました。

②コンプライアンス
・コンプライアンス委員会を６回開催し、コンプライアンスに関する重要方針や
行動方針の決定等を行いました。

・当社及び当社グループ各社の役職員を対象として、社内研修や各種会議等を通
じ、法令及び定款等を遵守するための取り組みを継続的に行っており、法令及
び定款並びに社内規程等をテーマとするコンプライアンスに関する研修を４回
開催いたしました。

③リスク管理
・リスク管理委員会を５回開催し、報告されたリスクのレビューを行い、必要に
応じて水平展開を図りました。また、情報管理委員会を５回開催し、情報の適
正管理とセキュリティ管理に関する重要方針や行動方針の検討等を行いました。

・当社及び当社グループ各社の役職員を対象として、情報管理・セキュリティに
関する研修を２回開催いたしました。

④内部監査
・内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内
部監査を実施いたしました。

⑤監査役の監査体制
・社外監査役を含む監査役は、月に１回以上監査役会を開催し、情報交換をいた
しました。また、取締役会には監査役全員が、執行役員会、経営会議、関係会
社連絡会等の重要会議には常勤監査役が出席し、当社及び当社グループ各社の
業務執行状況を確認するとともに、重要書類等を定期的に閲覧することにより、
監査の実効性の向上に努めました。

・監査役会は、代表取締役、社外取締役、会計監査人との会合を開催することに
より、意見交換や情報交換をいたしました。

・監査役会と内部監査室は、それぞれの監査を効果的・効率的に実施するため、
情報共有に努めました。
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株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金

配当積立金 退職給与
積 立 金

当 期 首 残 高 3,173,236 3,330,314 22,259 3,352,573 321,245 9,150 28,000
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
国庫補助金等圧縮積立金の取崩
当 期 純 利 益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― ― ―
当 期 末 残 高 3,173,236 3,330,314 22,259 3,352,573 321,245 9,150 28,000

（単位：千円）
株 主 資 本

利益剰余金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計固定資産
圧縮積立金

国庫補助金等
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金
当 期 首 残 高 78,892 259,581 1,500,000 18,214,046 20,410,915
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △713,915 △713,915
国庫補助金等圧縮積立金の取崩 △1,012 △8,854 9,867 ―
当 期 純 利 益 2,367,218 2,367,218
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 △1,012 △8,854 ― 1,663,169 1,653,302
当 期 末 残 高 77,879 250,726 1,500,000 19,877,216 22,064,217
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（単位：千円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計自己株式 株主資本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △140,552 26,796,172 986,646 986,646 27,782,819
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △713,915 △713,915
国庫補助金等圧縮積立金の取崩 ― ―
当 期 純 利 益 2,367,218 2,367,218
自己株式の取得 △595 △595 △595
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 221,325 221,325 221,325

当 期 変 動 額 合 計 △595 1,652,707 221,325 221,325 1,874,032
当 期 末 残 高 △141,148 28,448,879 1,207,972 1,207,972 29,656,852
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。
（２）その他有価証券

ａ 市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）。
ｂ 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。
２． 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は最終仕入原価法による原価法によっております（貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）。

３． 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15〜50年
機械及び装置 ５年
車両運搬具 ５〜６年
工具、器具及び備品 ５〜15年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。
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４． 引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う

額を計上しております。
（３）受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失
が確実に見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なものに
ついては、将来の損失見込額を計上しております。

（４）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生している額を計上しており
ます。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定率法により按分した額を発
生の翌事業年度から費用処理することとしております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表におけ

る取扱いが連結貸借対照表と異なります。
（５）役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業
年度末要支給額の100％を計上しております。

５． 重要な収益及び費用の計上基準
請負業務については、一定期間にわたり充足される履行義務については履行

義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基づいて一定期間に
わたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り
の方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は見積総原価に対する実
際の原価の割合（インプット法）で算出し、履行義務の充足に係る進捗率を合
理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場
合は原価回収基準にて収益を認識しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
（請負業務における収益認識）

会計上の見積りにより当期に係る計算書類にその額を計上した項目であって、
翌期に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

（１）当事業年度に計上した金額
履行義務を充足するにつれ
一定の期間にわたり認識した売上高 23,290,875千円
（うち、期末に進行中の案件に係る売上高 13,590,019千円）

（２）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
請負業務については、一定期間にわたり充足される履行義務については履

行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基づいて一定期
間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の
見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は見積総原価に
対する実際の原価の割合（インプット法）で算出し、履行義務の充足に係る
進捗率を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが
見込まれる場合は原価回収基準にて収益を認識しております。
収益の認識にあたり、業務原価総額の変動は、履行義務の充足に係る進捗

度の算定に影響を与えるため、期末日における業務原価総額を合理的に見積
もる必要がありますが、業務は一般に長期にわたることから、当該見積りは、
今後の業務の進捗に伴い、進行中の仕様変更や人件費、外注費等の変動等に
よって影響を受ける可能性があり、翌事業年度の業績に影響を与える可能性
があります。
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（関係会社株式の評価）
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度

関係会社株式 657,818千円

（２）識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式については、株式の実質価額（１株当たりの

純資産額に所有株式数を乗じた金額）が取得原価に比べて50％程度以上低下
した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠
により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。回復可
能性の判定については、子会社等の事業計画に基づき総合的に判断しており
ます。
事業計画の達成可能性は将来の不確実な経済条件の変動などの影響を受け

る可能性があり、事業計画に基づく業績回復が予定通りに進まないことが判
明した場合には更なる減損処理が必要となり、翌事業年度の業績に影響を与
える可能性があります。
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（貸借対照表注記）
１． 担保に供している資産

①担保に供している資産
建 物 940,341千円
土 地 2,526,037千円
合 計 3,466,378千円

②上記に対応する債務
１年内返済予定の長期借入金 200,000千円
長期借入金 100,000千円
合 計 300,000千円

２． 有形固定資産の減価償却累計額 12,689,812千円
３． 関係会社に対する短期金銭債権 50,670千円

関係会社に対する長期金銭債権 32,800千円
関係会社に対する短期金銭債務 74,586千円
関係会社に対する長期金銭債務 400千円

（損益計算書注記）
関係会社との取引高 売 上 高 46,114千円

仕 入 高 644,573千円
販売費及び一般管理費 10,169千円
営業取引以外の取引高 850千円

（株主資本等変動計算書注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株 式 数 （株）

当 事 業 年 度
増加株式数（株）

当 事 業 年 度
減少株式数（株）

当事業年度末
株 式 数 （株）

普 通 株 式 359,870 199 ― 360,069
合計 359,870 199 ― 360,069

（注）普通株式の自己株式の増加199株は、単元未満株式の買取によるものでありま
す。
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（税効果会計注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

退 職 給 付 引 当 金 683,573千円
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 110,622千円
貸 倒 引 当 金 15,680千円
賞 与 引 当 金 43,579千円
受 注 損 失 引 当 金 273千円
未 払 事 業 税 37,294千円
減 価 償 却 費 34,327千円
投 資 有 価 証 券 評 価 損 75,788千円
関 係 会 社 株 式 評 価 損 224,461千円
そ の 他 の 投 資 評 価 損 50,110千円
そ の 他 69,705千円
繰 延 税 金 資 産 小 計 1,345,417千円
評 価 性 引 当 額 △472,627千円
繰 延 税 金 資 産 合 計 872,789千円

（繰延税金負債）
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △35,846千円
国 庫 補 助 金 等 圧 縮 積 立 金 △115,280千円
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △499,410千円
土 地 評 価 差 額 △9,474千円
繰 延 税 金 負 債 合 計 △660,012千円
繰 延 税 金 資 産 の 純 額 212,777千円
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（関連当事者との取引注記）
（１）役員及び個人主要株主等

種
類 氏名 職業又は事業

の内容
議決権等
の所有(被
所有)割合

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科
目

期末
残高

役
員 田畑 日出男

公益財団法人
いであ環境・
文化財団
代表理事

(被所有)
直接

(4.31％)

当社代
表取締
役会長

寄付金
(注1) 10,000 ― ―
出向料
の受取
(注2)

4,032 ― ―

賃借料
の受取
(注3)

720 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１）公益財団法人いであ環境・文化財団への寄付金拠出額は、取締役会の承認に基

づき決定しております。
(注２）出向料の受取については、当社の規定を基礎として毎期交渉の上決定しており

ます。
(注３）賃借料の受取については、近隣の取引実勢に基づいて交渉により所定金額を決

定しております。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

（１株当たり情報注記）
１． １株当たり純資産額 4,154円23銭
２． １株当たり当期純利益 331円59銭

（重要な後発事象注記）
該当事項はありません。
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2025

年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 3,173,236 3,352,573 21,082,082 △140,552 27,467,340
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △713,915 △713,915
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,381,070 2,381,070

自己株式の取得 △595 △595
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 1,667,154 △595 1,666,558
当 期 末 残 高 3,173,236 3,352,573 22,749,237 △141,148 29,133,899

（単位：千円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算調
整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 986,646 58,707 212,715 1,258,070 699 28,726,109
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △713,915
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,381,070

自己株式の取得 △595
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 221,325 △13,657 111,635 319,303 7 319,310

当 期 変 動 額 合 計 221,325 △13,657 111,635 319,303 7 1,985,869
当 期 末 残 高 1,207,972 45,050 324,351 1,577,373 706 30,711,979
（注） 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等）
１． 連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数 ６社

連結子会社の名称 新日本環境調査株式会社
沖縄環境調査株式会社
東和環境科学株式会社
以天安（北京）科技有限公司
株式会社Ides
株式会社クレアテック

（２）非連結子会社の名称
イーアイエス・ジャパン株式会社

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社１社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重
要な影響を及ぼしていないためであります。

２． 持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用会社の数 １社

持分法適用会社の名称 中持依迪亜（北京）環境検測分析株式有限公司
（２）持分法非適用会社の名称

イーアイエス・ジャパン株式会社
次世代海洋調査株式会社
UAE-IDEA Advance Analytical Company Limited

持分法を適用しない理由
持分法非適用会社３社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用
から除外しております。

３． 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４． 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
ａ 市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）。

ｂ 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

５． 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は最終仕入原価法による原価法によっております（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）。
６． 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15〜50年
機械及び装置 ５年
車両運搬具 ５〜６年
工具、器具及び備品 ５〜15年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェアの自社利用分については、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。
７． 引当金の計上基準
（１）貸 倒 引 当 金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

（２）賞 与 引 当 金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見

合う額を計上しております。
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（３）受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の

損失が確実に見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なも
のについては、将来の損失見込額を計上しております。

（４）役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額の100％を計上しております。
８． 退職給付に係る会計処理の方法
（１）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの
期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

（２）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）による定率法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

９． 重要な収益及び費用の計上基準
請負業務については、一定期間にわたり充足される履行義務については履行

義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基づいて一定期間に
わたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り
の方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は見積総原価に対する実
際の原価の割合（インプット法）で算出し、履行義務の充足に係る進捗率を合
理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場
合は原価回収基準にて収益を認識しております。

10． のれんの償却方法及び償却期間
５年定額法で償却しております。なお、その金額に重要性が乏しい場合に

は、発生年度に一時償却しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
（請負業務における収益認識）

会計上の見積りにより当期に係る連結計算書類にその額を計上した項目であっ
て、翌期に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のと
おりです。

（１）当連結会計年度に計上した金額
履行義務を充足するにつれて
一定の期間にわたり認識した売上高 24,344,135千円
（うち、期末に進行中の案件に係る売上高 14,000,095千円）

（２）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の
情報
請負業務については、一定期間にわたり充足される履行義務については履

行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基づいて一定期
間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の
見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は見積総原価に
対する実際の原価の割合（インプット法）で算出し、履行義務の充足に係る
進捗率を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが
見込まれる場合は原価回収基準にて収益を認識しております。
収益の認識にあたり、業務原価総額の変動は、履行義務の充足に係る進捗

度の算定に影響を与えるため、期末日における業務原価総額を合理的に見積
もる必要がありますが、業務は一般に長期にわたることから、当該見積りは、
今後の業務の進捗に伴い、進行中の仕様変更や人件費、外注費等の変動等に
よって影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の業績に影響を与える可
能性があります。
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（非上場株式の評価）
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度

投資有価証券（非上場株式等） 108,816千円

（２）識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
市場価格のない関係会社株式については、株式の実質価額（１株当たりの

純資産額に所有株式数を乗じた金額）が取得原価に比べて50％程度以上低下
した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠
により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。回復可
能性の判定については、子会社等の事業計画に基づき総合的に判断しており
ます。
事業計画の達成可能性は将来の不確実な経済条件の変動などの影響を受け

る可能性があり、事業計画に基づく業績回復が予定通りに進まないことが判
明した場合には更なる減損処理が必要となり、翌連結会計年度の業績に影響
を与える可能性があります。

2026年03月03日 15時28分 $FOLDER; 63ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 63 ―

（連結貸借対照表注記）
１． 担保に供している資産

① 担保に供している資産
建 物 940,341千円
土 地 2,526,037千円
合 計 3,466,378千円

② 上記に対応する債務
１年内返済予定の長期借入金 200,000千円
長期借入金 100,000千円
合 計 300,000千円

２． 有形固定資産の減価償却累計額 13,085,322千円

（連結株主資本等変動計算書注記）
１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

発行済株式
普通株式 7,499,025 ― ― 7,499,025

合計 7,499,025 ― ― 7,499,025

２． 配当に関する事項
（１）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年３月27日
定時株主総会 普通株式 713,915 100.00 2024年12月31日 2025年３月28日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年３月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 842,396 118.00 2025年12月31日 2026年３月30日
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（金融商品注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発
行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、
短期的には運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、借入金
の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針でありま
す。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。有価証券及び投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、
上場株式については、市場価格の変動リスク等に晒されております。また、取引先
企業等に対して長期貸付を行っており、当該企業等の信用リスクに晒されておりま
す。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが２カ月以内の支払期

日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務のうち、短期借入

金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リ
ース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の
社債は、金利の変動リスクに晒されています。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、与信管理規程及び債権回収規程に従い、営業債権について、営

業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び
残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図
っております。また、経理部門が定期的に主要な貸付先の財務状況等を把握し、財
務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、相手先の契約不履行による信用リスクを

軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行うこととしております。
当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融

資産の貸借対照表価額により表わされています。
②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の

財務状況等を把握するとともに、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的
に見直しております。デリバティブ取引の実行及び管理は経理部で行っており、取
引は経理部長の立案により稟議決裁を経て実行することとしております。
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③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しておりま
す。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を
織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動する
ことがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。 （単位：千円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額
（１）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 2,341,047 2,341,047 ―
（２）長期貸付金（注２） 30,775

貸倒引当金 △19,000
11,775 11,775 ―

資産計 2,352,823 2,352,823 ―
（１）長期借入金（注３） 300,000 296,186 △3,813
（２）リース債務（注４） 21,293 20,528 △765

負債計 321,293 316,714 △4,579
（注１）現金及び預金、受取手形、営業未収入金及び契約資産、支払手形及び営業未払

金、短期借入金については、現金であること及び短期間で決済されるため時価
が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注２）長期貸付金には１年内回収予定の長期貸付金を含めております。
（注３）長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めております。
（注４）リース債務には１年内返済予定のリース債務を含めております。
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（注5）市場価格のない株式等は、「（１）有価証券及び投資有価証券」には含めており
ません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額

非上場株式等 108,816
（注6）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

長期貸付金 1,880 28,895 ― ―
合 計 1,880 28,895 ― ―

（注7）長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

長期借入金 200,000 100,000 ― ―
リース債務 6,633 14,660 ― ―

合 計 206,633 114,660 ― ―
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は
負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の
インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算
定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し
た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先
順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
区分 時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 2,341,047 ― ― 2,341,047

資産計 2,341,047 ― ― 2,341,047

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
区分 時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金 ― 11,775 ― 11,775

資産計 ― 11,775 ― 11,775
長期借入金 ― 296,186 ― 296,186
リース債務 ― 20,528 ― 20,528

負債計 ― 316,714 ― 316,714
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式の時価は相場価格を用いて評価しており、活発な市場で取引され

ているため、レベル１の時価に分類しております。
長期貸付金

長期貸付金の時価は、連結貸借対照表計上額から、現在の貸倒見積高を控
除した金額をもって時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合

に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、レベル２の時価に分類
しております。

リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額を、新規に同様のリースを行った場

合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、レベル２の時価に分
類しております。

（賃貸等不動産注記）
当社グループでは、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的と

してオフィスビルや立体駐車場などを所有しております。2025年12月期における
当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は76,714千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸
費用は売上原価に計上）であります。
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並び

に連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は次のとおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度末
の時価当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

増減額
当連結会計年度

末残高
2,949,216 △617,118 2,332,097 3,208,909

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で
あります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は事業用固定資産への転用
（591,127千円）、減価償却費（25,991千円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書
(時点修正による意見書含む。）に基づく金額であります。
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（収益認識に関する注記）
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） （単位：千円）

報告セグメント
合計環境コンサル

タント事業
建設コンサル
タント事業

情報システ
ム事業 海外事業 不動産

事業
国及び独立行政
法人等 11,012,520 4,330,336 426,301 475,381 ― 16,244,539

地方自治体 1,723,364 2,638,891 42,649 1,529 ― 4,406,434

財団・社団 378,202 9,272 162,061 5,884 ― 555,421

民間 2,837,845 328,792 20,084 65,471 ― 3,252,193
顧客との契約か
ら生じる収益 15,951,932 7,307,293 651,096 548,267 ― 24,458,589

その他の収益 ― ― ― ― 157,643 157,643
外部顧客への売
上高 15,951,932 7,307,293 651,096 548,267 157,643 24,616,233

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「（連結計算書類作成のための基本と

なる重要な事項等）９．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロー
の関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年
度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当連結会計年度期首
（2025年１月１日）

当連結会計年度末
（2025年12月31日）

顧客との契約から生じた債権 1,149,853 898,424
契約資産 12,075,397 12,871,191
契約負債 727,181 307,685

契約資産は、履行義務を充足しているが未請求の対価に対する当社及び連結子会
社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社及び連結子会社
の権利が無条件となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えております。
契約負債は、財又はサービスを顧客に移転する当社グループの義務に対して、顧

客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものでありま
す。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
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②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以

下のとおりであります。
（単位：千円）

当連結会計年度
１年以内 7,858,732
１年超３年以内 3,891,226
３年超 ―
合計 11,749,959

（１株当たり情報注記）
１． １株当たり純資産額 4,301円93銭
２． １株当たり当期純利益 333円53銭

（重要な後発事象注記）
該当事項はありません。
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